
仕様書 【境界確定測量業務】 

１ 目 的  本業務は、旧福岡県国保会館跡地の境界確定測量及び地積更

正を行うもの 

 

２ 

 

業 務 箇 所 

（ 所 在 地 ） 

 

 福岡市博多区博多駅前３丁目３４２番地及び３４３番地 

 （旧福岡県国保会館跡地  １，１０５.１５㎡） 

  ※現在は駐車場（平置型コインパーキング） 

 

３ 業 務 の 範 囲  委託する業務の範囲は、次のとおりとする。 

 測量業務 

  測量業務の実施にあたっては、作業計画全般において、総合

的な技術的検討を行うこと。 

  作業を実施するため、第三者の土地に立ち入る場合は、あら

かじめ担当職員と協議し、その関係者の了承を得るものとし、

伐採を行う場合は必要最低限とする。 

  また、当作業のために第三者に与えた損害は受託者が弁償す

るものとする。 

（1） 公簿類等の資料調査及び筆界確認 

（2） 境界立会 

上記所在地と接する市有地及び民有地 

（3） 実測・地積測量図作成 

上記所在地 

（4） 境界標設置 

境界標埋設 

（5） 地積更生申請手続 

嘱託登記に必要な委任状等は発行する。 

（6） 法務局における登記簿謄本等の調査に係る収入印紙代

は受注者負担とする。 

（7） 本会が保管する測量関係資料は貸与する。 

（8） その他口頭での現場説明事項も本業務仕様とする。 

 

４ 成 果 物  本業務の成果物は次のとおりとする。 

報告書（正・副）        各１部 

 

５ 契約の履行期限  令和６年３月 20日 

 

 

 



６ そ の 他  ①業務遂行上生じた疑義は、担当職員と協議するものとする。 

②この仕様書に定められていない事項については、適宜、双方

で協議するものとする。 

③本業務は、成果物以外に、関係官庁及び地権者との協議に必

要な書類作成を含むものとする。 

④本業務の実施によって知り得た秘密は第三者に漏らしてはな

らない。なお、業務終了後も同様とする。 

 
 


